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「知事重点事業」選定の考え方

「府政運営の基本方針2011」（素案）（平成22年8月27日）では、「府政運営の基

本方針2010」で示した政策課題と知事重点事業を踏まえ、取組みを継続させるもの、
さらに発展させるもの、新たに対応するものなどについて、20項目からなる「主な政
策課題」をとりまとめた。23年度の「知事重点事業」は、その中で提示した 「主な論
点」のうち、具体的事業として、22年度からの継続項目に加え、特に重点的に取り組
むものを選定した。その考え方は以下のとおりである。

【「変革」と「挑戦」】

【「改革」と「成長」】 P
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『「主な政策課題」の現状と論点』との対応表
≪「主な政策課題」の現状と論点≫ ≪平成23年度「知事重点事業」（案）項目≫

□ 世界をﾘｰﾄﾞする大阪産業

① 「ﾊｲｴﾝﾄﾞ都市」をめざす
次世代産業の振興

② 中小企業支援の転換

③ 「中継都市」を支える戦略ｲﾝﾌﾗ

(1) 二大内際ｲﾝﾌﾗ

(2) ﾈｯﾄﾜｰｸ強化

④ 戦略的な都市基盤施設経営

□ 水とみどり豊かな新ｴﾈﾙｷﾞｰ都市大阪

⑤ 地球温暖化対策

⑥ みどりの風を感じる大阪づくり

□ ﾐｭｰｼﾞｱﾑ都市大阪
⑦ 大阪の都市魅力の創造・発信

⑧ 国際ﾂｰﾘｽﾞﾑ戦略と
国際ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ都市大阪

①-1 新ｴﾈ産業の振興【拡充】*
①-2 ﾊﾞｲｵ産業の振興【新規】*
①-3 企業誘致施策の再構築【新規】*

②-1 中小企業向け制度融資の再構築【新規】*

③-1 阪神港機能強化に向けた港湾戦略の策定【新規】*
③-2 公共交通のｼｰﾑﾚｽ化【新規】*

④-1 新たな治水対策の推進【新規】

⑤-1 CO2 25%削減に向けた取組みの加速【拡充】*

⑥-1 都市農業の再生【新規】*
⑥-2 みどりの拠点と軸のﾈｯﾄﾜｰｸ化【拡充】*
⑥-3 中之島の森づくり【新規】*

⑦-1 大阪ﾐｭｰｼﾞｱﾑ構想【拡充】
⑦-2 水都大阪（ﾗｲﾄｱｯﾌﾟと水辺のにぎわい創出）【拡充】*
再掲 中之島の森づくり【新規】*
⑦-3 大手前・森之宮地区のまちづくり【新規】*
⑦-4 百舌鳥・古市古墳群世界遺産登録の推進【新規】*

⑧-1 統合型ﾘｿﾞｰﾄ(IR)の大阪立地ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ【新規】*
⑧-2 国際ﾂｰﾘｽﾞﾑ推進事業【新規】*
再掲 公共交通のｼｰﾑﾚｽ化【新規】*
⑧-3 国際医療交流の推進【新規】*



□ だれもが安全・安心ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝ大阪

⑨ 総合治安対策の推進

⑩ 医療先進都市大阪

⑪ 障がい者雇用日本一

⑫ 雇用・人材確保策の再構築
⑬ 住宅・まちづくり政策の再構築

⑭ 大阪の地域力再生

□ 教育・子育て日本一大阪
⑮ 次世代育成支援

⑯ 支援教育の充実

⑰ 子どもたちに確かな学力を
（ｱｼﾞｱ・世界に通じる人材の育成）

⑱ 府立高校の新たな特色づくり
（ｱｼﾞｱ・世界に通じる人材の育成）

⑲ 公私教育
（ｱｼﾞｱ・世界に通じる人材の育成）

⑳ 国際社会に通じる人材の育成

□ 地域主権
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⑨-1 総合治安対策の推進
（街頭犯罪・LED防犯灯・薬物乱用対策）【新規】

⑩-1 がん検診受診率の向上【新規】
⑩-2 救急医療体制の充実【新規】
⑪-1 障がい者雇用日本一【拡充】

⑫-1 雇用・労働政策の再構築【新規】*

⑬-1 泉北ﾆｭｰﾀｳﾝの再生【継続】*
⑬-2 新たな住宅ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄの構築【新規】*
⑬-3 住宅耐震化緊急促進事業（まちまるごと耐震化）

【新規】*
⑭-1 大阪の地域力再生【継続】

⑮-1 援護を要する子どもたちへのｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ
（障がい児）【継続】

⑮-2 援護を要する子どもたちへのｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ（就学児童）
【継続】

⑮-3 児童等の虐待防止対策の強化【新規】
⑮-4 ひきこもり青少年ｾﾞﾛ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ【新規】

⑯-1 支援教育環境の整備【拡充】

⑰-1 小・中学生の学力向上策【拡充】

⑱-1 府立高校の新たな特色づくり【拡充】

⑲-1 私立高校授業料支援の拡充【拡充】*

⑳-1 使える英語ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、ｷｬﾘｱ教育【新規】*

21-1 市町村への分権支援【継続】
*：「成長戦略（素案）」
関連項目を示す



①-1 新エネ産業の振興【拡充】

【商労部長】新ｴﾈﾙｷﾞｰ産業のｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ拠点の形成

【環農部長】 EVを含むｴｺｶｰ普及方策の検討

H22部局長
マニフェスト

＊「低炭素社会」と「新ｴﾈ産業振興」、さらには「中小企業支援の転換」の三つの政
策目標を同時に実現することをめざす

【成長戦略（素案）】先端産業のさらなる強化（国際戦略総合特区制度の活用による
国際的な競争拠点の形成／EVを核とした産業振興の推進／産官学連携によるｽ
ﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰ社会の構築）

備考

内 容項 目

◇新ｴﾈ産業の振興
＊EVの普及、開発支援による新エネ産業振興（継続）

＊中小・ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業の参入促進
・産業技術総合研究所の機能アップ（試験機器購入等）、融資制度（新規）
＊産学官連携による大阪ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進事業（新規）

概要

◇新ｴﾈﾙｷﾞｰ都市への挑戦。地球温暖化防止に寄与し、新ｴﾈﾙｷﾞｰ産業を他都市に
先んじて集積させるため、これまでのEVｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの取組みを継続する。加え
て、大阪産業の礎をなす中小企業の新ｴﾈ分野での参入をさらに加速させる取組み

を新たに構築する。

ねらい



①-2 バイオ産業の振興【新規】

【商労部長】世界ﾄｯﾌﾟｸﾗｽのﾊﾞｲｵｸﾗｽﾀｰの実現H22部局長
マニフェスト

【成長戦略（素案）】先端産業のさらなる強化〔国際戦略総合特区制度の活用による

国際的な競争拠点の形成（医薬品・医療機器の審査迅速化や大阪・関西での審査
体制の整備／研究開発等の促進のための資金供給の優先投入）など〕

備考

内 容項 目

◇ﾄﾞﾗｯｸﾗｸﾞ・ﾃﾞﾊﾞｲｽﾗｸﾞの解消

＊医薬品・医療機器「PMDA事前相談ｼｽﾃﾑ(大阪)ﾃﾞｽｸ」の構築
（PMDA西日本拠点の先駆け）

概要

◇ﾊﾞｲｵ医薬品市場は急成長。世界ﾄｯﾌﾟｸﾗｽのﾊﾞｲｵｸﾗｽﾀｰの形成のためには、ﾊﾞｲ
ｵ分野における企業集積のための環境整備に加え、医薬品・医療機器の迅速な承
認審査による国際競争力強化が必要。

ねらい
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①-3 企業誘致施策の再構築【新規】

H22部局長
マニフェスト

【成長戦略（素案）】ｱｼﾞｱの各都市との競争環境を備えたｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ企業の活動環境
を整備（国際戦略総合特区） （研究開発拠点、ﾏｻﾞｰ工場、ｱｼﾞｱ統括拠点や対日

進出拠点等）

備考

内 容項 目

◇企業誘致施策の再構築
＊企業立地補助金や産業立地促進融資等の再編

概要

◇国際競争力を強化し、熾烈な都市間競争を勝ち抜くために、新ｴﾈ・ﾊﾞｲｵ分野にお
ける企業集積はもとより、ｱｼﾞｱ市場におけるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな業務管理機能（ｱｼﾞｱ統括機
能）をはじめとする企業の誘致が不可欠。このような観点から、企業誘致施策を見

直し、再構築を図る。

ねらい



②-1中小企業向け制度融資の再構築【新規】

【商労部長】中小企業の育成に熱心な金融機関と新たな連携を構築し、企業ﾆｰｽﾞ
に応じた融資施策の再構築（持続可能な融資制度の方向性の確立）

H22部局長
マニフェスト

【成長戦略（素案）】成長分野に挑戦する企業への支援・経済活動の新陳代謝の促

進
備考

内 容項 目

◇中小企業向け制度融資の再構築

＊中小企業の支援に熱心な金融機関との連携強化による“中小企業の元気ｱｯﾌﾟ”
の後押しと経営安定を図るための金融ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄの維持

概要

◇大阪産業の礎を担う中小企業の成長を促進し、競争力の高い厚みのある産業
構造へと転換を図るため、成長段階に応じて頑張る（頑張ろうとする）中小企業を

支援することにより、経済活動の新陳代謝の促進を図る。

ねらい
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③-1 阪神港機能強化に向けた港湾戦略の策定【新規】

項 目 内 容

ねらい ◇世界的な海運物流変革の中で、阪神港や府営港湾のあるべき姿を示した上で、

その実現に向けた戦略を策定し、「国際ｺﾝﾃﾅ戦略港湾」である阪神港の機能を強
化し、日本の国際競争力を高める。

概要 ◇港湾戦略の策定

＊海運物流の現状分析
（海外港湾の物流の動向や阪神港の取扱量・ｺｽﾄの実態など）
＊大阪・神戸両港の民営化・2015年の経営統合を見据えた「阪神港と府営港湾の

あるべき姿」、「取組みの方向性」の明示
＊あるべき姿実現のための戦略策定

・九州・瀬戸内などの荷主企業発掘のための調査
・大阪市・神戸市と連携し内陸高速道路ﾈｯﾄﾜｰｸを活用したｲﾝﾗﾝﾄﾞ・ﾃﾞﾎﾟによる集
荷方策 など

備考 【成長戦略（素案）】阪神港のｹﾞｰﾄﾎﾟｰﾄ化、国際ﾊﾌﾞ（拠点）化
＊国際戦略総合特区〔阪神港地区（アジアの国際ハブ・物流拠点）〕

H22部局長
マニフェスト

【都整部長】阪神港の国際競争力強化に向けた取り組み



③-2公共交通のシームレス化【新規】

項 目 内 容

ねらい ◇地球環境に優しく、人流を支える公共交通ﾈｯﾄﾜｰｸの利便性を高めることにより、

「中継都市・大阪」に相応しい交通体系を構築する。
◇また、観光ﾊﾟｽをはじめとするｼｰﾑﾚｽな公共交通ﾈｯﾄﾜｰｸを構築することで、観光
ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞとしての訪日観光を促進させる。

概要 ◇公共交通のﾈｯﾄﾜｰｸ強化

＊公共交通のｼｰﾑﾚｽ化計画の策定・実践
・事業者間の乗継運賃の検討、観光向けの共通パスの導入など（運賃のｼｰﾑﾚｽ

化）
・異なる事業者間の連携や多様な交通手段を活用した乗り継ぎの改善（移動のｼｰ
ﾑﾚｽ化）

・事業者や交通手段の間で異なる乗り継ぎ案内の一元化や路線検索ｼｽﾃﾑの検
討・導入など（情報のｼｰﾑﾚｽ化）

備考 【成長戦略（素案）】人流を支える鉄道ｱｸｾｽ・ﾈｯﾄﾜｰｸ強化／運輸・交通の低炭素化

の促進

H22部局長
マニフェスト
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④-1 新たな治水対策の推進【新規】

項 目 内 容

ねらい ◇河川の氾濫や浸水の度合いに応じ、河川毎に総合的・効果的な治水手法を組み
合わせる新たな治水対策の具体化の一つ。現状における地先の危険度を河川毎

に評価し、危険度に応じた治水目標を設定し行動計画を策定する。
◇現状の危険度に加え、治水対策の実施後もどのような洪水ﾘｽｸがあるのかを広

く府民に周知することにより、地域と一体となった“防ぐ”“凌ぐ”“逃げる”の総合的
な流域の治水対策を進めていく。

概要 ◇新たな治水対策（総合的・効果的な治水手法の組合せ）
＊地先の危険度開示

→（仮称）洪水ﾘｽｸ表示図の作成
・流域の危険度を表示（大小様々な降雨によるﾘｽｸ表示）

・事業効果の説明（「現状」と「治水対策実施後」のﾘｽｸ表示）
・人命に関わる危険性（浸水深だけではなく、氾濫の流速も考慮）
・実効的な避難計画策定を支援

備考

H22部局長
マニフェスト

【都整部長】都市基盤整備の抜本的な見直し（治水対策）
【危機管理監】 「大雨災害による死者ゼロ」をめざした避難対策の促進



⑤-1 CO２ 25％削減に向けた取組みの加速【拡充】

項 目 内 容

ねらい ◇国の取組みと連動し、「温室効果ｶﾞｽ－25％」をめざす。今後、制度創設が予定さ
れる地球温暖化対策税や国内排出量取引制度（ｷｬｯﾌﾟ･ｱﾝﾄﾞ･ﾄﾚｰﾄﾞ）など国の対策

と連携を図り、府温暖化防止条例等制度の見直しを行うとともに、「業務部門」、「運
輸部門」、「中小事業者」をﾀｰｹﾞｯﾄに排出抑制を促進。

概要 ◇業務部門（中小事業者）にかかる集中的対策の実施（新規）

＊まるごと運用改善支援：これまで対策が行き届いていない中小事業者について、

設備機器の運用改善等によるＣＯ2削減やﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ削減を実証。業種・業態、規
模別に成果を普及

＊産学官民の連携により、上記成果を含め業種横断的な新たな効果的省ＣＯ2化

手法等の普及促進

◇ｴｺｶｰ普及（継続）

＊ｴｺｶｰ普及に向けたｲﾝﾌﾗ（充電器等）整備等を官民一体で推進

備考 【成長戦略（素案）】都市の再生（低炭素社会を先導する都市づくり）

H22部局長
マニフェスト

【環農部長】国の取組みと連動し、2020年度までに府域で温室効果ｶﾞｽ25％削減
をめざす。特に排出量の増加が著しい業務部門と運輸部門、及び法・条例の

対象とならない中小事業者の対策に戦略的・重点的に取り組む
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⑥-1 都市農業の再生【新規】

項 目 内 容

ねらい ◇大都市大阪の特性を活かして、競争力・成長性の高い農業の再生を図るとともに、
農空間の活用・保全を図るため、企業や都市住民など多様な担い手の新規農業参
入を支援するｼｽﾃﾑを構築する。

概要 ◇都市農業参入ｻﾎﾟｰﾄ事業

＊企業参入促進事業

・企業の新規農業参入を加速するため、 「参入促進地域」を設定し、消費者ﾆｰｽﾞに直結し安
定した販路確保が可能な企業を対象に、農地所有者とのﾏｯﾁﾝｸﾞ等を実施

－参入促進地域の設定（生産基盤整備済地区の所有者の賃借同意取得）

－参入企業ﾏｯﾁﾝｸﾞ（生協や中食業などの企業と農地所有者をﾏｯﾁﾝｸﾞ）

＊準農家参入促進事業

・市民農園等で一定の農作業経験のある都市住民等が、利用権設定を受け小規模農地を
賃借し、継続的耕作・生産物販売を行う準農家制度（H22年度制度構築中）を推進するため、
準農家と農地所有者とのﾏｯﾁﾝｸﾞ等を実施

－参入促進地区を設定し、準農家と参入先とのﾏｯﾁﾝｸﾞ、技術ｻﾎﾟｰﾄ等を実施

＊都市農業参入ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業

・企業等の新規農業参入を総合的にｻﾎﾟｰﾄするﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ窓口の設置

備考 ＊農地法改正（H21.12)により企業への農地賃借が可能に

【成長戦略（素案）】都市の再生（農空間の多面的な機能を活かした都市づくり）

H22部局長
マニフェスト

【環農部長】みどりの風を感じる大都市・大阪－実り豊かな農空間の保全・活用を図る



⑥-2 みどりの拠点と軸のネットワーク化【拡充】

項 目 内 容

ねらい ◇緑被率の低い都市部において府民が実感できるみどりを創出するため、街の中にｲﾝﾊﾟｸﾄ

のある緑を創出するなど多様なみどりの拠点を創出するとともに、「みどりの風促進地域」内

の道路、河川の緑化、都市計画上の措置による民間緑化の誘導などにより、みどりの軸のﾈｯ

ﾄﾜｰｸ化を進める。

概要 ◇みどりの拠点（継続）

＊街かどｼﾝﾎﾞﾙﾂﾘｰ植栽：市街地にｼﾝﾎﾞﾙとなる植木の植栽を支援

＊街並みｽﾄﾘｰﾄ助成：民間施設の接道部におけるｲﾝﾊﾟｸﾄのある緑化を支援

◇みどりの軸（みどりの風促進区域）（新規・一部継続事業を再編成）

・公共空間の緑化の重点化や一定基準以上の緑化等を行う民有地に係る都市計画上の規制緩和により、
中長期の緑化を誘導。加えて、短期的には、企業等の協力を得ながら、民有地の緑化を支援。

＊みどりの風のみち形成（一部継続事業を再編成して新規）

・地域住民とともに公共用地、民有地一体となった緑化ﾏｯﾌﾟを作成し、これに基づき、街路樹等整備（公共
空間のみどりづくり）、民有地緑化の支援等を実施

＊先進緑化技術普及（新規）

・屋上緑化・壁面緑化などの先進的な緑化技術を用いた緑化を支援

＊都市計画上の措置が有効な地域において、一定基準以上の緑視率に基づく緑化を行う民有地に対し、
建蔽率や容積率の規制を緩和－民有地における緑化を誘導（新規・政策ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ）

◇拠点と軸の取組みの補完

＊公立小学校の運動場の芝生化（継続）

・地域の活動団体が行う芝生化を支援。地域力再生にも資する

備考 ＊みどりの大阪推進計画の目標：H37年までに市街化区域の緑被率20％（現況の1.5倍）

【成長戦略（素案）】都市の再生（みどりを活かした都市づくり）

H22部局長
マニフェスト

【環農部長】府民実感を高める、市街地におけるみどりの拠点・軸をつくる

【都整部長】「みどりの風を感じる大都市の実現に向けた取組み
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⑥-3 中之島の森づくり【新規】
項 目 内 容

ねらい ◇緑被率の低い都市部において、多様なみどりを創出するとともに、大阪市の中
心部に位置する中之島おいて、官民により当該地区の特徴を活かした回遊性の高
い、緑の中の賑わい空間を整備する。

概要 ◇中之島の森づくり

・東西に長い中之島をみどりと遊歩道でつなぎ、河川沿いの回遊性を高めるととも
に、３つのｿﾞｰﾝに分けて、地区の特徴を活かした賑わい施設を誘致し、水とみどり
を活かした賑わい空間づくりを行う

＊ｺﾝｾﾌﾟﾄ

・中心部：中之島中心部において、賑わい施設の誘致と必要な基盤整備により、水
とみどりと景観を楽しむ新名所をつくる

・西部地区：民間開発をはじめ、ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ等が活動し始めた西部地区において、緑
豊かな賑わい空間をつくる

・東部地区：中之島から大阪城にかけて、緑豊かな環境が続く地域において、河川
敷地を活用して緑豊かな憩いとくつろぎの空間を整備するとともに、天神祭を意識
した非日常の空間をつくる

備考 ＊「みどりの大阪推進計画」上の目標：H37年までに市街化区域における緑被率
20％（現況の1.5倍）

【成長戦略（素案）】都市の再生（みどりを活かした都市づくり）

H22部局長
マニフェスト

【環農部長】府民実感を高める、市街地におけるみどりの拠点・軸をつくる

【都整部長】「みどりの風を感じる大都市の実現に向けた取組み



⑦-1 大阪ミュージアム構想【拡充】

【府文部長】「大阪ﾐｭｰｼﾞｱﾑ構想」の再構築により、大阪のまちの魅力を内外に発信、

大阪の都市魅力をｱｯﾌﾟさせる各種ｲﾍﾞﾝﾄの開催

H22部局長
マニフェスト

備考

内 容項 目

◇大阪ﾐｭｰｼﾞｱﾑ構想

＊大阪ﾏﾗｿﾝ（継続）

・3万人のﾗﾝﾅｰが大阪の名所旧跡を駆け抜けるｽﾎﾟｰﾂの一大ｲﾍﾞﾝﾄ、大阪の新たな「祭り」

＊おおさかｶﾝｳﾞｧｽ推進事業（継続）

・大阪のまちをｱｰﾃｨｽﾄに開放し、新たな都市魅力を創造・発信

＊大阪ｻｲｸﾙｲﾍﾞﾝﾄ（新規）

・自転車では普段走行できないｺｰｽで開催する「24年度へつなぐｷｯｸｵﾌｲﾍﾞﾝﾄ」

＊御堂筋ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ（新規）

・御堂筋のｲﾁｮｳをｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝで装飾、美しい「光のまち」を実現し、にぎわい創造

＊御堂筋の魅力・創造発信事業（御堂筋kappo）（新規）

・御堂筋を歩行者に開放し、大阪の新たな魅力創造・発信

＊水都大阪（水辺のにぎわい創出事業･･･再掲）（継続）

概要

◇御堂筋ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝやおおさかｶﾝｳﾞｧｽ構想、大阪ﾏﾗｿﾝなど大阪のまちの魅力ｱｯﾌﾟ
事業を、年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ化するとともに、ﾐｭｰｼﾞｱﾑ登録物や他ｲﾍﾞﾝﾄとの連携をはか

るなど総合的にﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽすることにより、大阪ﾐｭｰｼﾞｱﾑ構想全体を一体的に打ち出
し、大阪の魅力と発信力・集客力の向上を図る

ねらい
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⑦-2 水都大阪（ライトアップと水辺のにぎわい創出）【拡充】

【府文部長】より一層の魅力と賑わいに満ちた「水都大阪」実現に向けた取組みの
推進

【都整部長】大阪の魅力づくり（「水都大阪」再生に向けた取組みの推進／「みどりの
風を感じる大都市」の実現に向けた取組み）

H22部局長
マニフェスト

【成長戦略（素案）】

＊関西観光ﾎﾟｰﾀﾙ化戦略（にぎわいのある都市空間の創出）

＊みどりを活かした都市づくり（都市部におけるみどりの拠点づくりの促進）

備考

内 容項 目

◇水都大阪の更なるﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化

＊水辺のにぎわい創出事業（継続）

＊水辺を彩る美しい景観づくり（ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ／遊歩道整備／ｳｫｰﾙﾍﾟｲﾝﾄなど）

＊大阪ふれあいの水辺づくり（毛馬桜ノ宮公園）（継続）

＊中之島の森づくり（再掲）（新規）

概要

◇「水都大阪2009」は、目標の倍近くの来訪者数を記録、大阪の魅力の創造・発信
の機会となった。この成果を継続・発展させるため、大阪の都心部を囲む「水の回
廊」を舞台に、まちの魅力を際立たせるためのﾊｰﾄﾞ整備（景観創出）とﾗｲﾄｱｯﾌﾟ、水

辺のにぎわい創出のｲﾍﾞﾝﾄ展開等で水都大阪のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化を進める。

ねらい



◇大手前・森之宮地区のまちづくりに着手

＊にぎわいと集客を創出する大手前・森之宮地区の土地利用計画の実現に向け、
まちづくりに着手

概要

【成長戦略（素案）】地域活性化総合特区〔大手前・森之宮（大阪城周辺）地区（新た
なにぎわいの拠点づくり）〕

備考

【総務部長】民間のﾉｳﾊｳと資金を活用できる事業ｽｷｰﾑを構築。専門家の知見や地
域住民の意見を反映し、民間施設誘致の可能性を把握した上で、土地利用基本

計画を策定

H22部局長
マニフェスト

内 容項 目

◇大阪城周辺地域の都市魅力の向上を図り、内外の人々が大阪に来て見て楽し
める場を提供する。

ねらい

⑦-3 大手前・森之宮地区のまちづくり【新規】
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⑦-4 百舌鳥・古市古墳群世界遺産登録の推進【新規】

H22部局長
マニフェスト

【成長戦略（素案）】関西観光ﾎﾟｰﾀﾙ化の推進（百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録

にむけた取組みの強化）
備考

内 容項 目

＊百舌鳥・古市古墳群世界遺産登録に向けた取組み

・百舌鳥・古市古墳群世界遺産登録に向け、堺市・藤井寺市・羽曳野市と連携し、

推薦書（案）の作成や情報発信等を行う

概要

◇世界に類を見ない貴重な歴史遺産である「百舌鳥・古市古墳群」を世界遺産に登
録し、未来にわたり保存し、継承を図るとともに、情報発信や活用に取り組んでいく。

ねらい



⑧-1 統合型ﾘｿﾞｰﾄ（IR）の大阪立地ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ【新規】

【府文部長】ｶｼﾞﾉを含めた統合型ﾘｿﾞｰﾄ立地のためのﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝH22部局長
マニフェスト

【成長戦略（素案）】国際ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ都市の創出（ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ機能を核とした統合型ﾘ
ｿﾞｰﾄの立地を促進）

備考

内 容項 目

＊大阪ＩＲ構想の基本ｺﾝｾﾌﾟﾄづくり

・海外ＩＲ最新事例調査（施設ｺﾝｾﾌﾟﾄ、ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ対策、経済波及効果等）

・海外ＩＲ事業者へのﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ（立地可能性の検証、大阪立地に向けたＰＲ等）

＊府民ｺﾝｾﾝｻｽの形成

・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、各種ｲﾍﾞﾝﾄの開催等

概要

◇ｱｼﾞｱにおける都市間競争に打ち勝つための新たなｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ機能（非日常空
間）を創出し、観光客からﾋﾞｼﾞﾈｽ客まで、誰もが楽しめる国際的なｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ都

市・大阪の実現をめざす。国におけるｶｼﾞﾉ法制化に向けた動き（早ければ23年度通
常国会で法案成立。その後、候補地提案募集予定）を踏まえ、平成23年度は、海外
のＩＲ事業者の意見も聞きながら、大阪のIR立地の地域指定に向けた基本ｺﾝｾﾌﾟﾄづ

くりを実施する。

ねらい
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⑧-2 国際ツーリズム推進事業【新規】

【府文部長】観光客誘致をはじめとする集客取組みの推進H22部局長
マニフェスト

【成長戦略（素案）】関西観光ﾎﾟｰﾀﾙ化の推進（関西全域での観光魅力の向上、買い物、健康、
ｸﾙｰｽﾞなど観光魅力創出）

備考

内 容項 目

◇映像ﾒﾃﾞｨｱの戦略的な活用

・中国等の人々に強烈なｲﾝﾊﾟｸﾄで大阪・関西の魅力を直接訴える映像媒体の活用

・大阪ﾐｭｰｼﾞｱﾑの成果や映画のﾛｹ地等を観光誘客に活用

◇関西観光ﾎﾟｰﾀﾙ化を推進

・関空の航空路線を活用して、関西を窓口に他地域と連携して、異なる観光魅力をﾜﾝﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ化するﾂｱｰを造成。

◇民間の事業活動を支援

・民間事業者が取り組む外国人旅行者が旅行しやすい都市環境づくり

・外国人旅行者の生の声を定期的に集約・分析し、事業活動に反映

・公共交通のｼｰﾑﾚｽ化（再掲）

概要

◇成長戦略に掲げる「内外の集客力強化」を実現するｴﾝｼﾞﾝとして、観光戦略を推進。

◇関西の多様な観光魅力、国内最強の中国ﾈｯﾄﾜｰｸを有する関空などの強みを最大限活かし、
関西全体で観光をPR。民間事業者の力を引き出すことにより、関西のﾄｰﾀﾙ魅力で、ｱｼﾞｱのﾄｯ
ﾌﾟ観光都市をめざす。

◇関西観光の拠点都市としての大阪をめざし、大阪ﾐｭｰｼﾞｱﾑ・水都など多彩な観光資源を、民
間事業者の活動支援やﾀｲｱｯﾌﾟを通じて集客に繋げ、経済消費効果の向上と持続性ある観光
振興のﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄを創出。これにより、民間が儲かる、事業が継続する活動をｻﾎﾟｰﾄ。

◇観光振興の推進方針としては、関西全体の観光振興は大阪府が先行して実施し、今後、関
西広域連合を中心に民間と連携する受け皿に順次移管するとともに、府域の観光振興は、成
果主義や競争原理を導入して、大阪観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会を活用する。

ねらい



【成長戦略（素案）】
＊買い物、健康、ｸﾙｰｽﾞなどの観光魅力創出（ﾒﾃﾞｨｶﾙﾂｰﾘｽﾞﾑ（健康・医療観光）の
推進）

＊国際医療交流の推進・外国人医師等高度人材受入れのための環境整備
＊地域活性化総合特区〔りんくうﾀｳﾝ・泉佐野市地区（国際医療交流拠点）〕

備考

H22部局長
マニフェスト

内 容項 目

◇国際医療観光（健診ﾂｱｰ）拡充事業

＊健診ﾂｱｰの取組事例等の情報提供、医療機関や旅行業者等の取組促進を目的
としたｾﾐﾅｰ、意見交換会の開催

＊中国の旅行業者やﾒﾃﾞｨｱを対象にしたﾌｧﾑﾄﾘｯﾌﾟ等のﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ活動の実施

◇国際医療交流研究事業（治療分野）

＊医療関係者等による研究会を設置。その意見も聴きながら、外国人患者受入れ
の実証事業等を通じ、受入れに係る課題解決をめざす。

概要

◇大阪が有する高度な医療資源を活用し、海外との医療交流を推進。健診目的の
観光客の集客促進を図るとともに、治療分野での外国人患者受入れに向けた環境
整備を行う。

ねらい

⑧-3 国際医療交流の推進【新規】
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⑨-1 総合治安対策の推進（街頭犯罪・LED防犯灯・薬物乱用対策）【新規】

項 目 内 容

ねらい ◇H23末に街頭犯罪認知件数ﾜｰｽﾄﾜﾝ返上を実現させるため、目標の最終年に、
安心安全基盤づくりを集中的に実施。

◇薬物乱用の低年齢化を防止するため、若者自身による啓発活動を強化

概要 ◇街頭犯罪対策防犯ｶﾒﾗ設置

＊街頭犯罪多発地域（府内上位104駅のﾀｰﾐﾅﾙ・道路、駐輪場等）に防犯ｶﾒﾗを設置す

る市町村を支援（H23年度限り 想定設置台数1700台）

◇防犯灯のLED化促進

＊街頭犯罪多発地域等にLED防犯灯を設置する市町村を支援(H23年度限り）

＊効果：防犯環境向上（高照度）、維持管理ｺｽﾄ低減（長寿命）、環境配慮（省ｴﾈ）

◇薬物乱用対策

＊啓発ﾀｰｹﾞｯﾄを若者に絞り、若者自身による薬物乱用防止啓発の企画立案、実施

＊ﾏｽﾒﾃﾞｨｱへの売込み、協賛企業募集、連携など工夫を凝らした取組み

備考 ＊街頭犯罪対策防犯ｶﾒﾗ設置（H21国交付金活用 1361台、3.4億円）

＊防犯灯：H15-16ひったくり防止重点対策事業費

H22部局長
マニフェスト

【危機管理監】安全・安心を実感できる大阪をめざして総合的な治安対策を推進し、
H23末に街頭犯罪ﾜｰｽﾄﾜﾝ返上をめざす

【健医部長】薬物から府民を守り、麻薬・覚せい剤等の薬物乱用の終息をめざす



⑩-1 がん検診受診率の向上【新規】

【健医部】がん対策の３本柱である「予防」「早期発見」「医療の充実」に総合的に取り組みます。
がん検診の受診率を向上することにより、がんの早期発見、早期治療を推進します。

H22部局長
マニフェスト

備考

内 容項 目

◇がん対策日本一をめざす取組み

＊組織型検診の体制整備（新規）

・市町村の住民基本台帳を活用し、受診対象を把握した検診台帳に基づく系統的受診勧奨、
医療機関の検診精度管理など一体的整備された検診制度の導入

＊がん登録事業充実強化（住基ﾈｯﾄとの照合ｼｽﾃﾑ整備）（新規）

＊がん情報の一元化・情報発信など（新規）

＊精度管理調査ｼｽﾃﾑ整備・・・・市町村毎のがん検診事業を把握・公表（新規）

＊特定検診・がん検診・肝炎検診のｾｯﾄ検診（新規）

＊民間企業のﾉｳﾊｳ活用・・教材開発、検診受診啓発ｲﾍﾞﾝﾄの実施（新規）

⇒目標：がん検診受診率を全国平均まで引き上げ

◇「中性子を利用したがんの高度な先端医療（BNCT)の研究成果を活用し、産学官と地域が
一体となってがん医療拠点の実現を図る。（熊取町・中性子がん医療研究開発地区を地域活
性化特区提案）（継続）

概要

◇ 「がん対策日本一」をめざし、がんの早期発見・低迷しているがん検診受診率を
強力に向上させる仕組みづくり・体制整備を行い、ﾎﾞﾘｭｰﾑｿﾞｰﾝに対応。

◇大阪発の先端的がん治療法として将来的に有望なBNCTの実用化に向けた研究
支援など「先進的がん医療」実現に向けた取組みを進める。

ねらい
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⑩-2 救急医療体制の充実【新規】

【健医部】重症者、産科・周産期傷病者のそれぞれにつき、4回以上要した件数、 現場滞在時
間30分以上要した件数を対前年比10％削減する。

H22部局長
マニフェスト

【構造改革ﾌﾟﾗﾝ（素案）】救急医療情報ｼｽﾃﾑ整備運営事業費ほか
（点検結果）○：課題付きで継続、（内容・時期等）救急医療体制の維持・確保については、
予算額が増嵩する要素の抑制に努める

備考

内 容項 目

◇身体合併症救急医療確保事業（仮称）～合併症患者の受入体制確保～

・精神科疾患を有する身体合併症の救急患者を受入可能な医療機関への支援を実施

（機能に応じた役割分担を前提に、体制確保可能な医療機関を指定）

A：救命救急ｾﾝﾀｰ、これに準ずる機関（院内で身体・精神両方の治療が可能な機関）

B：一般救急医療機関、精神科病院（他の医療機関との連携を前提に受け入れる機関）
救急病院⇔精神科病院の役割分担により、初期治療を終えた患者の転院調整を円滑化

＜事業内容＞
・Aの医療機関の空床確保、医師・看護師の配置に対する支援
・Bの医療機関の医師・看護師の配置に対する支援
・A又はBの医療機関のPSW（患者の転院調整を担う）の配置に対する支援

これら（国１/2＋府１/2補助）により府内発生想定数約３０件／日に対応できる体制を確保

⇒効果指標：①重症患者の受け入れまでに、医療機関への照会で4回以上要した件数、
現場滞在に30分以上要した件数を対21年比１０％削減②告示病院の減少をストップ

概要

◇救急医療体制において、精神科疾患を有する身体合併症の患者について、
精神科医療との連携体制を新たに整備することにより受け入れを促進し、救
急搬送全体の円滑化と改善を図る。

ねらい



⑪-1 障がい者雇用日本一【拡充】

項 目 内 容

ねらい ◇「障がい者雇用日本一」をめざし、 「ﾊｰﾄﾌﾙ条例」の施行（H22.4）を契機に障がい
者実雇用数の拡大、法定雇用率達成企業割合の達成を図るため、企業の雇用環

境の整備、教育・福祉の現場での就労支援を一体的に進める。

概要 ◇企業の雇用環境の整備

＊障がい者雇用促進ｾﾝﾀｰ機能の強化（東京ﾌﾞﾗﾝﾁの設置、民間専門員の増員含

む）（拡充）

＊企業に対する支援学校等生徒の雇用支援（継続）

◇府庁における知的・精神障がい者雇用（ﾊｰﾄﾌﾙｵﾌｨｽ）の推進（新規）

備考 ＊法定雇用率達成企業割合 50％（H25年度）、

実雇用者数就職者数2割増（H21 1,138人⇒H22 1,360人）

H22部局長
マニフェスト

【福祉部長】福祉施設からの一般就労の促進（数：府内800人（H23））

【商労部長】障がい者雇用促進ｾﾝﾀｰによる未達成事業主へのはたらきかけとｻﾎﾟｰ
ﾄ／ﾊｰﾄﾌﾙ税制におる特例子会社の設立等の促進／ﾊｰﾄﾌﾙ税制や顕彰による雇
用維持・拡大の働きかけ

【教育長】障がいのある生徒の就労支援
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⑫-1 雇用・労働政策の再構築【新規】

【商労部長】大阪における労働力の実態把握／雇用ﾐｽﾏｯﾁの分析／求人・求職市
場の需給状況の分析による雇用労働施策の再構築案（中間取りまとめ）の提示

H22部局長
マニフェスト

【成長戦略（素案）】地域の強みを活かす労働市場の構築（ﾊﾛｰﾜｰｸなどの労働行政

機能の地方全移管(大阪版『ﾊﾛｰﾜｰｸ』の展開））
備考

内 容項 目

◇雇用労働戦略

◇雇用基金を活用した事業ﾒﾆｭｰの実施

（例）

＊若年者向け支援事業の実施 など

概要

◇大阪の雇用失業情勢は深刻な状況。雇用の現状を具体的に把握・分析すること
で、大阪における労働力の実態把握／雇用ﾐｽﾏｯﾁの要因分析／求人・求職市場の
需給状況分析を行った上で、雇用労働政策の戦略検討、緊急に措置すべき事業を

実施する。

ねらい

雇用実態把握調査の
結果を待って対応策を検討検討中



⑬-1 泉北ニュータウンの再生【継続】

【住まち部長】大阪の居住魅力・都市魅力を高め、活力を生み出すまちづくりに、具
体的な地区で取り組む（泉ヶ丘駅前地域活性化ﾋﾞｼﾞｮﾝの策定、公的賃貸住宅等の

活用方針の策定）

H22部局長
マニフェスト

【成長戦略（素案）】都市の再生(公的賃貸住宅の管理・運営の一元化）

地域活性化総合特区〔泉北ﾆｭｰﾀｳﾝ地区（大規模ﾆｭｰﾀｳﾝの再生）〕

【国の取組み】Ｈ22年度：新たなPPP/PFI事業に関する調査、Ｈ23年度(予定)：PPP

事業のﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｽﾀﾃﾞｨ調査

備考

内 容項 目

◇H22.4に設置した府市・関係機関からなる連携協議会により、総合的な再生ﾌﾟﾛ

ｼﾞｪｸﾄを推進

＊公的賃貸住宅再生計画の策定（公的賃貸住宅用地にﾏｰｹｯﾄﾘｻｰﾁ(地域ﾆｰｽﾞに

応じた施設の検討)など）

◇地域の豊富な人的資源と民間活力の積極的な活用を図る

概要

◇高度成長期に建設された全国の郊外型ﾆｭｰﾀｳﾝの再生のﾓﾃﾞﾙとするため、今年
度、地元堺市等と連携のもと、「泉ヶ丘駅前地域活性化ﾋﾞｼﾞｮﾝ」を策定。Ｈ23年度は

再生への第2ｽﾃｯﾌﾟとして、人口・世帯の減少により住宅需要が見込みがたい公的
賃貸住宅について、「再生計画」を策定し、一元的な管理手法、再生手法等の検討
をすすめ、ｽﾄｯｸの組替えを促進。

ねらい
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⑬-2 新たな住宅セーフティネットの構築【新規】

【住まち部長】新たな住宅まちづくり政策の再構築に向け、そのあり方を示す（住宅

ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄの今後の方向性、民間住宅市場の安心確保と良質なｽﾄｯｸの形成、大
阪のまちの再構成）

H22部局長
マニフェスト

【成長戦略】都市の再生(住宅市場全体のｽﾄｯｸ活用を軸とした住宅まちづくり政策へ
の転換)

備考

内 容項 目

◇今後の住宅政策のあり方を提示

＊3つの視点(府営住宅中心の政策からの脱却、住宅市場の活用、府営住宅ｽﾄｯｸ
の組替え)を踏まえ、「住宅まちづくりﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ(ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ)」、「府営住宅ｽﾄｯｸ総
合活用計画」を策定し、新たなｽﾀｲﾙのｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ政策の枠組みを提示

◇新たなｽﾀｲﾙのｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄの早期具体化

＊「あんしん住まい確保ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」として、具体的な手法、実施地域を明確にしたｱｸ

ｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを策定するとともに、早期実施可能なﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの掘り起こし

概要

◇これまでの府営住宅の供給を中心とした政策から、公的賃貸(公営、公社、UR)、
民間賃貸住宅等を含めた住宅市場全体で、ﾊﾞｳﾁｬｰ制度などの新たなｽﾀｲﾙのｾｰﾌ
ﾃｨﾈｯﾄ政策の構築など、府民の安心居住と活力を創造する新たな住宅政策に転換。

府営住宅ｽﾄｯｸについては、ｿﾌﾄ・ﾊｰﾄﾞ両面にわたる低所得者や高齢者等への対応
を前提として、将来的に量的な縮小(半減）を図る。

ねらい



⑬-3 住宅耐震化緊急促進事業（まちまるごと耐震化）【新規】

【住まち部長】民間住宅耐震化のｽﾋﾟｰﾄﾞｱｯﾌﾟ(市町村と連携し府民の防災意識を高
めて耐震化を促進。「大阪府住宅・建築物耐震化10ヵ年戦略ﾌﾟﾗﾝ」の中間検証に

より、ﾌﾟﾗﾝ後期の具体的な取組み方針を策定）

H22部局長
マニフェスト

【成長戦略】都市の再生(ｽﾄｯｸ活用のﾍﾞｰｽとなる住宅・建築物の安全性の確保)備考

内 容項 目

◇「まちまるごと耐震化事業」の推進

＊取り組み意欲のある市町村との共同実施

＊耐震化対象住宅の集積地や防災意識の高い地区など、耐震化意欲のある地区
のまち単位による集中かつ重点実施

＊啓発から耐震改修までの手法を民間が企画提案

＊耐震化希望の府民を対象に、公募事業者による診断から改修までの一括実施

概要

◇現時点では、Ｈ27年度耐震化率90%は達成困難な状況。行政だけでの取組みに

は限界。民間との連携により地域課題を解決するといった「ｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ」の視点
を踏まえ、 “啓発”から“耐震改修”まで切れ目なく支援する「まちまるごと耐震化」

支援事業の実施により、耐震化のｽﾋﾟｰﾄﾞｱｯﾌﾟを図り、目標達成をめざす。

ねらい
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⑭-1 大阪の地域力再生【継続】

【危機管理監】総合治安対策の推進、地域住民主役の防犯・防災まちづくりH22部局長
マニフェスト

備考

内 容項 目

◇地域力再生支援事業

＊小学校に学校支援地域本部をはじめとする地域住民の交流・活動拠点を整備。
これらを活用した防犯・防災、高齢者の見守りなどに取り組む住民活動への支援

・治安・防犯（地域安全ｾﾝﾀｰ、少年補導活動など）

・防災（自主防災組織の活動活性化など）

・高齢者の見守り（要援護者の地域災害時支援ﾏｯﾌﾟ、医療情報ｷｯﾄなど） 等

概要

◇“校庭の芝生化”で萌芽しつつある動きを本格化させ、ｿｰｼｬﾙ･ｷｬﾋﾟﾀﾙとして、人
と人との信頼関係、ﾈｯﾄﾜｰｸを構築することにより、独居高齢者、児童虐待、ひきこ
もりなど、都市が直面する様々な課題を乗り切る地域力の再生をめざす。22年度
から、小学校を地域力再生の活動拠点として、学校支援はもとより、防災・防犯や
高齢者の見守り活動などに取り組む住民活動を支援するため、各地域での初期投
資部分に対する支援を行っている。

ねらい



⑮-1援護を要する子どもたちへのｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ（障がい児）【継続】

項 目 内 容

ねらい ◇医療的ケアが必要な障がい児が地域で安心・安全に生活を送れるよう、福祉と医

療が連携した支援体制ｼｽﾃﾑを構築する。

◇発達障がい児の健全育成等を図るため、身近な市町村において早期発見から早

期療育を行う体制を整備する。

概要 ◇医療的ｹｱが必要な障がい児の地域生活支援ｼｽﾃﾑ整備事業

＊重症心身障がい児施設等が拠点となって、訪問看護や居宅介護のｽﾀｯﾌの資質

向上を図る研修を実施し、ｻｰﾋﾞｽを一体的に提供できる体制を構築

＊保護者のﾚｽﾊﾟｲﾄのために短期入所事業所の拡大、保護者交流事業等を実施

◇発達障がい児の早期療育ｼｽﾃﾑ整備事業

＊府内市町村に子ども発達支援ｾﾝﾀｰ（仮称）を設置し、発達障がい児の療育、保

護者への指導、小学校への円滑な引継ぎｼｽﾃﾑの整備を実施

備考 ＊在宅で人工呼吸等の医療的ｹｱが必要な障がい児 約900名

＊府内の重症心身障がい児施設が満床

＊発達障がい児の療育の場が不足。約400人が待機（平成21年6月1日現在）

H22部局長
マニフェスト

【福祉部長】 障がい児の居場所づくりや保護者の育児と就労の両立、重症心身障
がい児等への地域生活支援を行う市町村を支援
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⑮-2 援護を要する子どもたちへのｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ（就学児童）【継続】
項 目 内 容

ねらい ◇自宅から離れた府立支援学校に通学する子どもたちは、どうしても地域とのつな

がりが希薄になりがち。これを改善するため、地域の小学校の学童保育で、支援学
校児童が受入れられるよう、未実施市町村への支援を行う。また、虐待を受けて児

童養護施設等で生活している子どもたちに学習面で遅れが生じないよう、個別に学
習指導を行う。

概要 ◇既に府立支援学校生徒の学童保育受入れを実施している市町村の先駆的取組
みを府内全域に波及させるためのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞとする

＊支援学校児童の新たな学童保育受入れに伴う体制整備などの居場所づくり（新
たに受け入れる小学校に対する期間限定のﾓﾃﾞﾙ事業として定額補助を行う）

＊学童保育を利用できない小学部生徒 約190人（支援学校小学部入学前に保育
所へ通っていた約310人中、約6割が学童保育に入会できていない）

◇施設に入所した子どもたちの学習習慣を定着させるため、学習支援策を講じる

＊新規入所児童数約170人（26施設）

備考

H22部局長
マニフェスト

【福祉部長】障がい児の居場所づくりや保護者の育児と就労の両立、重症心身障が
い児等への地域生活支援を行う市町村を支援



⑮-3 児童等の虐待防止対策の強化【新規】

項 目 内 容

ねらい ◇児童虐待防止には、虐待相談件数が府子ども家庭ｾﾝﾀｰの倍ある市町村の対応
力強化が不可欠。今年度、虐待防止ﾃﾚﾋﾞCMなどの広報啓発強化により通告件数

が増加する一方で、子どもの安全確保の需要増加に見合う一時保護能力の向上
が急務。さらに、障がい児者の虐待事案件数も増加しており、これを含めた総合的
な児童等の虐待防止策を強化することにより、子どもの生命・安全をしっかり守る

概要 ◇児童虐待の早期発見力の強化

＊「府児童虐待防止市町村支援ﾁｰﾑ（仮称）」の立上げによる、市町村関係機関等
の虐待ﾘｽｸの高い家庭の把握や、児童虐待対応力の向上のための取組み

◇要保護児童の受入れ体制の強化

＊子どもﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰの改修や新たな一時保護所設置の検討、民間施設の一

時保護機能の充実による一時保護機能強化

＊被虐待障がい児の緊急保護機能の確保・適切なｹｱの提供

◇障がい児者虐待への対応

＊障がい福祉施設への外部ﾁｪｯｸの導入、施設職員の資質向上や対応ﾉｳﾊｳの蓄

積など障がい児者虐待防止対策支援

備考

H22部局長
マニフェスト

【福祉部長】 関係機関や市町村との連携の強化、効果的な啓発手法の活用により、
虐待の早期発見・早期対応を図り、深刻化を防ぐ
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⑮-4 ひきこもり青少年ゼロ・プロジェクト【新規】

項 目 内 容

ねらい ◇ひきこもり等の青少年の社会参加、自立を支援するため、予防としての不登校対
応から、ひきこもりの発見、見守り・誘導、相談、社会参加支援、社会的自立にいた

るまでの一貫した取組みを、市町村や民間団体と連携しながら実施。

概要 ◇ひきこもり青少年ｾﾞﾛ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（新規）
＊基本的考え方
・ひきこもり青少年の社会的自立支援を民間機関活用により実施

・市町村による援護の仕組み構築を府が支援

府：支援機関の創設、人材育成、府の資源の活用

市：利用者認定、支援機関を活用した支援、ﾈｯﾄﾜｰｸ形成

・一貫した取組みを庁内連携して実施

＊ひきこもり青少年支援事業
・民間（NPO等）の拠点的施設（H23:5箇所を指定）を活用した相談、ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ提供、自然・社

会・就労体験等の支援ﾒﾆｭｰ実施に対し、市町村と連携し支援

＊ひきこもりを支援するための人材養成・研修制度創設（府立子どもﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰの活用）

＊ひきこもり発見の仕組みづくりとﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ制度の創設

＊広報・啓発の推進、ｻﾎﾟｰﾀｰ連絡協議会拡充

備考

H22部局長
マニフェスト

【危機管理監】予防としての不登校対応から、ひきこもりの発見、見守り・誘導、相談、社

会参加支援、社会的自立にいたるまでの一貫した取組みを、市町村や民間団体と連携

しながら実施



⑯-1 支援教育環境の整備【拡充】

【教育長】府立支援学校の教育環境の整備、障がいのある生徒の就労支援H22部局長
マニフェスト

備考

内 容項 目

＊府立支援学校の教育環境の整備･充実（継続）

・府内4地域について、順次整備。基本計画策定や設計等を実施

①豊能・三島地域（旧鳥飼高校）：実施設計

②北河内地域（旧枚方市立村野中学校）：基本設計

③泉北・泉南地域（旧砂川高校）：基本設計

④中河内・南河内地域：基本計画

＊府立高校における支援教育の推進（新規）

・障がいのある要支援生徒数の増加に対応し、支援員の配置等の支援を充実。

＊障がいのある生徒の就職率向上に向けた取組の推進（新規）

・支援学校に職業ｺｰｽを設置し、職業実習を充実するとともに、関係部局との連携
による雇用ﾏｯﾁﾝｸﾞを実施

概要

◇知的障がいのある児童生徒数の増加に伴い、府立支援学校の大規模化が進ん
でおり、教育環境の整備が緊急の課題。これを改善するため、府内4地域における
支援学校の整備を推進する。

◇ﾊｰﾄﾞ面の整備にあわせて、府立高校における支援教育や障がいのある生徒の
卒業後の就労に結びつける取組みを行う。

ねらい
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⑰-1 小・中学生の学力向上策【拡充】

【教育長】一人ひとりの子どもたちに確かな学力を育むため教育内容の充実（学力ﾃ
ｽﾄや単元別ﾃｽﾄの活用促進、反復学習等の取組み促進、「おおさか・まなび舎」の
拡充、自学自習ﾜｰｸﾌﾞｯｸの充実・活用、3つの朝運動の推進）

H22部局長
マニフェスト

備考

内 容項 目

＊中学校の学力向上策（継続）

・学力向上ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援事業

・学力・学習状況調査（公立・私立学校で実施）

＊学力向上重点校支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（新規）

・府教委は府全体の目標を示し、市町村教委はそれを踏まえて各小・中学校の実
情に応じたﾌﾟﾗﾝを策定

・府教委に「学力向上支援ﾁｰﾑ」を設置し、市町村教委と連携し、人材派遣等により

重点校を支援

・学習指導ﾂｰﾙの提供と活用促進（基礎・基本の力、活用の力の育成教材等）や授

業改善を担う人材を育成するなどの支援を実施。（全小・中学校を対象）

概要

◇「H22年度全国学力・学習状況調査」の結果は、小学校では改善の傾向にあるも
のの、中学校では依然として全国平均以下。基礎基本の徹底をはじめ学力向上の
取組みを推進し、同調査において全国平均をめざす。府教委と市町村教委が課題
意識や取組みの方向性を共有し、それぞれの役割と責任の下に、学力向上の取組
みを進めていく。

ねらい



⑱-1 府立高校の新たな特色づくり【拡充】

【教育長】府立高校のさらなる特色づくり、がんばっている府立高校への支援H22部局長

マニフェスト

備考

内 容項 目

◇府立高校の特色づくり（継続）
＊進学指導特色校への支援

＊教育ｾﾝﾀｰ附属研究学校の設備整備

＊摂津高校（体育科）の設備整備

＊柏原地域連携型中高一貫教育の充実

◇府立学校の経営ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ強化

＊校長ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業（新規）

・各学校の経営に必要な義務的経費や政策的な取組のための経費等、学校長のﾏ
ﾈｼﾞﾒﾝﾄ強化に必要な支援を実施

＊がんばる学校支援（新規）

・全国的に顕著な成果を上げた学校、優れた取組みを実現した学校を支援

◇校務の情報化に向けた取組み（新規）

・既存の校内LANのﾈｯﾄﾜｰｸ化、機能充実並びに成績処理等の校務のＩＣＴ化を行
うことで、生徒に対する教育の質の向上等を実現

概要

◇23年度は、府立学校の特色づくりの一環として進学指導特色高校を開設し、新た
な取組みの実施やそれに伴う施設･設備の整備等を行う。あわせて、各学校がそれ
ぞれの魅力を高めあうことができるよう、校長の強いﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの下、学校経営ﾌﾟﾗ
ﾝを作成し、PDCAｻｲｸﾙによる学校経営の推進を支援。

ねらい
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⑲-1 私立高校授業料支援の拡充【拡充】

【政企部長】公私ﾄｰﾀﾙでの大阪の高校教育のあり方を検討し、一定の姿を示す

【府文部長】生徒が公立・私立高校や高等専修学校を自由に学校選択できる就学
支援、大阪府育英会奨学金の再構築等、公私の切磋琢磨による教育の質の向上

【教育長】公立、私立にわたる高校教育のあり方についての検討

H22部局長
マニフェスト

【成長戦略（素案）】成長を支える基盤となる人材の育成力強化（公立・私立学校間
の競争条件を整え、ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰである生徒・保護者の学校選択を拡大できるよう、
私立高校生への支援策を拡充）

備考

内 容項 目

◇学費設定など、私立高校ｻｲﾄﾞに対する一定の条件を課した上で、22年7月に実施

した保護者ｱﾝｹｰﾄの結果を踏まえ、支援対象層の拡大を検討する（拡充）
概要

◇22年度のｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ対策に加え、生徒･保護者の学校選択の拡大と学校間の切
磋琢磨を促し、大阪の高校教育の質の向上を図るため、支援対象層の拡大を検討。

（あわせて、ﾊﾟｰﾍｯﾄﾞ配分の考え方を基本とする私立高校経常費助成のあり方及び
公私受入比率などの課題を検討する）

ねらい



⑳-1 使える英語プロジェクト、キャリア教育【新規】

【教育長】ｷｬﾘｱ教育・職業教育の充実H22部局長
マニフェスト

【成長戦略（素案）】成長を支える基盤となる人材の育成力強化（児童・生徒や保護
者のﾆｰｽﾞ、地域の政策的判断に応じた小・中・高等学校における英語教育の充実
等、職業観の醸成）

備考

内 容項 目

◇ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材の育成

＊使える英語ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（小中学校）

・小学校：大学等との連携による体験活動などにより英語に慣れ親しむ

・中学校：指導方法の工夫改善及びﾈｲﾃｨﾌﾞ等の活用により英検3級相当の使える
英語力を習得

＊使える英語ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（高校）
・府立高校生の英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力のさらなる向上を図る。さらに、希望者を募っ
て特訓ｸﾗｽを開設し、留学できる英語力を習得

◇ｷｬﾘｱ教育の推進

＊社会で職業人として通用する人材を育成し、高校新卒者の就職内定率を全国平
均まで改善することを目標に、早期の段階（中学生及び高校1･2年生）から、企業と
の連携により、各種講座やｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟなどに取り組む

概要

◇世界における日本の状況や現在の厳しい雇用情勢といった現実を直視し、他国との競争の

中でどのﾚﾍﾞﾙの教育を確保すべきか常に意識。国際社会や今後の時代を見据えた上で、確

かな学力を育むことに加え、子どもたちが将来、社会の中で自立できる力や態度を身につけさ

せる。

ねらい

-20-



備考

【総務部長】市町村への特例市並みの権限移譲に加え、小中学校教員の人事権な
どさらなる市町村への権限移譲を推進

H22部局長
マニフェスト

内 容項 目

◇全市町村に特例市並の権限移譲を実現

＊H22～24年度（集中取組期間）に特例市並の事務移譲をめざす

＊府でなくては担えない事務を除く、全ての事務を市町村へ移譲することが最終目

標

◇新たな財政支援措置

＊事務の受入れに必要となる市町村の体制整備を積極的に支援

・1団体当たり1億円を上限（3ヵ年計）に支援（受入事務数、難易度、受入時期など

を総合的考慮 ※政令市除く。）

概要

◇H22年度～24年度で府内市町村に特例市並みの大幅な事務移譲を実現するた
め、新たな仕組み（財政措置・人的支援）を構築し、全国をﾘｰﾄﾞする大阪発の“地方
分権改革”を強力に推進する。

ねらい

21-1 市町村への分権支援【継続】
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